
　府の一般職の職員の給与改定率等の推移

職員区分

指 数

改 定 率 （ %） （ 2.84 %） （ 1.89 %） （ 1.17 %） （ 0.89 %） （ 0.87 %） （ 0.95 %） （ 0.66 %） （ 0.22 %） （ 0.10 %） （ 0.00 %） （ －1.81 %） （ －1.01 %） （ 0.00 %） （ -0.27 %） （ -1.46 %） （ 0.46 %） （ 0.00 %） （ 0.00 %） （ 0.00 %）

指 数

改 定 率 （ －6.73 %） （ 0.00 %）

指 数

改 定 率 （ ％） （ 2.75 %） （ 1.93 %） （ 1.18 %） （ 0.88 %） （ 0.91 %） （ 0.92 %） （ 0.65 %） （ 0.25 %） （ 0.00 %） （ 0.00 %） （ －1.97 %） （ －1.10 %） （ 0.00 %） （ －0.18 %） （ －1.53 %） （ 0.43 %） （ 0.00 %） （ 0.00 %） （ 0.00 %）

指 数

改 定 率 （ －5.72 %） （ 0.00 %）

≪管理職≫
職員区分

指 数

改 定 率 （ ％） （ 3.02% ） （ 1.95% ） （ 1.20% ） （ 0.95% ） （ 0.47% ） （ 1.05% ） （ 0.69% ） （ 0.00% ） （ 0.00% ） （ 0.00% ） （ -2.18% ） （ -1.29% ） （ 0.00% ） （ 0.00% ） （ -14.69% ） （ -0.38% ） （ 0.00% ） （ 0.00% ） （ 0.00% ）

金 額 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

指 数

改 定 率 （ ％） （ 3.02% ） （ 1.95% ） （ 1.20% ） （ 0.95% ） （ 0.47% ） （ -0.97% ） （ 0.69% ） （ 0.00% ） （ 0.00% ） （ 0.00% ） （ -2.18% ） （ -1.29% ） （ 0.00% ） （ 0.00% ） （ -13.82% ） （ -0.36% ） （ 0.00% ） （ -11.35% ） （ 0.00% ）

金 額 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

指 数

改 定 率 （ ％） （ 2.93% ） （ 2.45% ） （ 0.98% ） （ 0.41% ） （ 0.28% ） （ 0.00% ） （ 0.41% ） （ 0.33% ） （ 0.00% ） （ 0.00% ） （ -2.12% ） （ 0.00% ） （ -1.21% ） （ -0.80% ） （ -8.51% ） （ -0.78% ） （ 0.00% ） （ 0.00% ） （ 0.00% ）

金 額 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

指 数

改 定 率 （ ％） （ 2.93% ） （ 2.45% ） （ 0.98% ） （ 0.41% ） （ 0.28% ） （ -1.00% ） （ 0.41% ） （ 0.33% ） （ 0.00% ） （ 0.00% ） （ -2.12% ） （ 0.00% ） （ -1.21% ） （ -0.77% ） （ -8.48% ） （ -0.75% ） （ 0.00% ） （ -9.51% ） （ 0.00% ）

金 額 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

指 数

改 定 率 （ ％） （ 3.02% ） （ 2.51% ） （ 1.00% ） （ 0.45% ） （ 0.35% ） （ 0.00% ） （ 1.31% ） （ 0.36% ） （ 0.00% ） （ 0.00% ） （ -2.11% ） （ 0.00% ） （ -1.22% ） （ -1.60% ） （ -10.38% ） （ -0.55% ） （ 0.00% ） （ 0.00% ） （ 0.00% ）

金 額 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

指 数

改 定 率 （ ％） （ 3.02% ） （ 2.51% ） （ 1.00% ） （ 0.45% ） （ 0.35% ） （ -1.00% ） （ 1.31% ） （ 0.36% ） （ 0.00% ） （ 0.00% ） （ -2.11% ） （ 0.00% ） （ -1.22% ） （ -1.54% ） （ -10.28% ） （ -0.52% ） （ 0.00% ） （ -9.71% ） （ 0.00% ）

金 額 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

（注）　上段は平成３年を「１００」とした指数で小数点第２位四捨五入。カッコ内は対前年の改定率。

【資料内用語の説明】

　一般職・・・大阪府職員のうち特別職（知事や副知事など）を除くすべての職員。（本庁部局長から、新規採用職員に至るすべての職員が含まれる。）

　行政職・・・行政職給料表の適用を受ける職員（【例】一般行政職、土木職、ケースワーカーなどの技術職等）

　給与月額・・・給料月額に加え、扶養手当、地域手当、住居手当などの諸手当を含んだ水準               （参考）地域手当とは・・・主に民間賃金の高い地域に支給される手当（大阪府域では給料月額の１０％）

　給料月額・・・いわゆる基本給部分

【管理職の給与について】

　本庁部局長・・・現在、一般職の最高額を受けている職員

　　　※平成17年以前は指定職給料表（注）5号給の金額を記載

　　　※平成1８年以降は行政職給料表の最高号給（10級21号給）の金額に管理職手当と地域手当を合計した金額を記載

　　　　（注１）指定職給料表適用者には、管理職手当、扶養手当、住居手当などの属人的な手当は支給されず、そのような手当をすべて包含した金額を給料そのもので考慮のうえ、支給されていた

　　　　（注２）指定職給料表は上記（注１）のとおり、管理職手当のみならず、様々な手当を包含した金額のため、指定職給料表と行政職給料表の最高号給を単純比較することはできないが、あくまで、府の一般職で最高号給を受けている職の職員が受ける金額の参考例として記載。

　本庁次長・・・一般職のうち次長級の職員
　　　※平成17年以前は、行政職給料表の11級の最高号給（19号給）の金額を記載

　　　※平成1８年以降は行政職給料表の最高号給（10級21号給）の金額に管理職手当と地域手当を合計した金額を記載

　本庁課長・・・一般職のうち課長級の職員
　　　※平成17年以前は、行政職給料表の10級の最高号給（20号給）の額を記載

　　　※平成1８年以降は行政職給料表の最高号給（10級21号給）の金額に管理職手当と地域手当を合計した金額を記載

一般職の職員
（行政職）

給与月額
（カット前）

100.0 102.8 104.8 106.0

平成14年 平成15年 平成16年平成８年 平成９年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年区　　　　　　分 平成３年

給与月額
（カット後）

108.9 109.6 105.4 105.4 105.4 105.4106.5 105.0

平成４年 平成５年 平成６年 平成７年 平成20年 平成21年 平成22年平成17年 平成18年 平成19年

109.9 107.9 106.8 106.8107.0 107.9 109.8 109.9

98.3 98.3

給料月額
（カット前）

100.0 102.8 104.7 106.0 105.0 105.0 105.0 105.0

給料月額
（カット後）

109.8 107.6 106.4 106.4 106.2 104.6106.9 107.9 108.9 109.6 109.8 109.8

99.0 99.0

区　　　　　　分 平成３年 平成４年 平成５年 平成６年 平成７年 平成20年 平成21年 平成22年平成14年 平成15年 平成16年 平成18年 平成19年平成８年 平成９年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成17年

本庁部局部長
（最高号給）

給与月額
（カット前）

100.0 103.0 105.0 106.3 90.0 90.0 90.0 90.0

875,600 902,000 919,600 930,600 939,400

109.7 107.3 105.9 105.9 105.9 90.3107.3 107.8 108.9 109.7 109.7 109.7

788,040 788,040 788,040

給与月額
（カット後）

100.0 103.0 105.0 106.3 107.3

939,400 927,300 927,300 927,300 791,038 788,040943,800 953,700 960,300 960,300 960,300 960,300

89.1 79.0 79.0

875,600 902,000 919,600 930,600 939,400 943,800

105.1 103.8 103.8 103.8 89.4 89.1107.8 106.7 107.5 107.5 107.5 107.5

691,683 691,683908,754 783,127

106.9

908,754 908,754

給与月額
（カット後）

100.0 102.9 105.4 106.5 106.9 107.2

829,675 819,638

780,280 780,280934,626 941,094 941,094 941,094 941,094 920,612

94.0 94.0 94.0

784,850 807,813 827,613 835,725 839,163 841,500

105.7 105.7 104.4 103.6 94.8 94.0107.2 107.2 107.7 108.0 108.0 108.0

738,100 738,100813,080 743,879 738,100 738,100841,500 844,938 847,688 847,688 847,688 829,675

84.3 84.3

784,850 807,813 827,613 835,725 839,163 841,500 833,085

104.7 103.4 102.6 93.9 93.2 93.2106.1 106.6 106.9 106.9 106.9 104.7

661,884

本庁課長
（最高号給）

給与月額
（カット前）

100.0 103.0 105.6 106.7 107.1 107.5

811,441

給与月額
（カット後）

100.0 103.0 105.6 106.7 107.1 107.5 106.4

731,913

本庁次長
（最高号給）

給与月額
（カット前）

100.0 102.9 105.4 106.5

805,212 736,925 731,434 731,434 661,884836,488 839,211 839,211 839,211 821,379 821,379

92.7 92.7

692450 713,350 731,225 738,513 741,813 744,425 744,425

107.0 105.7 104.0 93.2 92.7 92.7107.5 108.9 109.3 109.3 109.3 107.0

641,960720,202 645,480 641,960 641,960 641,960754,188 756,938 756,938 756,938 740,988 740,988

83.0

692,450 713,350 731,225 738,513 741,813 744,425 736,981 746,646

104.6 103.0 92.4 92.0 92.0 83.0107.8 108.2 108.2 108.2 105.9 105.9

713,469 640,101 636,757 636,757 574,899 574,899749,368 749,368 749,368 733,578 733,578 724,594

資料番号 ５ 


